
 

役員会（令和７年度第１回）議事要旨 

 

１．日 時    令和７年４月１５日（火）１５：００～１５：１３ 

 

２．場 所    オンライン会議 

 

３．出席者 (参集) 塩﨑議長（学長） 

      (Webex) 加藤、太田、小谷、西村の各委員（理事） 

 

  欠席者     ベントン委員（理事） 

 

  出席監事(Webex) 春本、柴田の両監事 

 

陪席者 (参集) 筒井部長、蜂谷、東、有賀の各課長 

    (Webex) 元平部長 

守山、田上、山本、伊賀、多田の各課長 

       

（配付資料一覧） 

資料１     役員会（令和６年度第１１回）議事要旨（案） 

資料２     国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学年俸制適用職員給与規程の一部改正について 

資料３     国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学有期契約職員等給与規程等の一部改正につい

て 

資料４－１   海外機関との学術交流協定の締結等について 

資料４－２   学術交流協定更新計画書 

資料４－３   学術交流協定更新計画書 

資料５     MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON A DOUBLE-DOCTORAL DEGREE PROGRAM BETWEEN 

NATIONAL YANG MING CHIAO TUNG UNIVERSITY, TAIWAN(REPUBLIC OF CHINA) AND 

NARA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, JAPAN 

資料６     令和７年度国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学 運営体制 

資料７     スーパーグローバル大学創成支援事業事後評価結果について（通知） 

資料８     令和７年度 資金運用計画 

 

４．議 事 

（前回議事要旨の確認） 

資料１に基づき、役員会（令和６年度第１１回）議事要旨（案）について、原案のとおり承認した。 

 

 （審議事項） 

（１）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学年俸制適用職員給与規程の一部改正について 

東人事課長から、資料２に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学年俸制適用職員給与規

程の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 

 

（２）国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学有期契約職員等給与規程等の一部改正について 

東人事課長から、資料３に基づき、国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学有期契約職員等給与規

程等の一部改正について説明があり、審議の結果、原案のとおり承認した。 

 

（３）海外機関との学術交流協定の更新について 

太田理事から、資料４－１～３に基づき、海外機関との学術交流協定の更新について説明があり、

審議の結果、原案のとおり承認した。 

 

（４）海外機関とのダブルディグリープログラムの更新について 

太田理事から、資料５に基づき、海外機関とのダブルディグリープログラムの更新について説明が

あり、審議の結果、原案のとおり承認した。 



 

（報告事項） 

（１）令和７年度運営体制等について 

議長から、資料６に基づき、令和７年度運営体制等について、報告があった。 

 

（２）スーパーグローバル大学創成支援事業の事後評価結果について 

太田理事から、資料７に基づき、スーパーグローバル大学創成支援事業の事後評価結果について、

報告があった。 

 

（３）令和７年度資金運用計画について 

有賀会計課長から、資料８に基づき、令和７年度資金運用計画について、報告があった。 

 

 

以 上 


